
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に関する審査基準 

 

学術研究を目的とする場合 

原則として次の基準による。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある

場合は、この限りでない。 

 

（１）学術研究 

① 研究の目的及び内容 

次の１）から４）までのいずれにも該当するものであること。 

１）主たる目的が、理学、農学、医学、薬学等に関する学術研究であること。た

だし、学術研究が単に付随的な目的である場合は、学術研究を目的とした行

為とは認めない。 

２）鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取を行う以外の方法では、その目的を達成す

ることができないと認められること。 

３）主たる内容が鳥獣の生態、習性、行動、食性、生理等に関する研究であるこ

と。また、適正な全体計画の下でのみ行われるものであること。 

４）研究により得られた成果が、学会又は学術誌等により、原則として、一般に

公表されるものであること。 

② 許可対象者 

   理学、農学、医学、薬学等に関する調査研究を行う者又はこれらの者から依頼

を受けた者。 

③ 鳥獣の種類・数 

必要最小限。ただし、外来鳥獣又は生態系や農林水産業等に係る著しい被害を

生じさせている鳥獣に関する学術研究を目的とする場合には、適切な数 羽、、 

又は個）とする。 

④ 期間 

    一年以内。 

⑤ 区域 

 必要最小限の区域とする。 

⑥ 方法 

 次に掲げる条件に適合するものであること。 

１）法第 12 条第１項又は第２項で禁止されている猟法羽以下「禁止猟法」とい

う。）でないこと。 

２）殺傷又は損傷羽以下「殺傷等」という。）を伴う捕獲方法の場合は、研究の

目的を達成するために必要最小限と認められるものであること。ただし、外

来鳥獣又は生態系や農林水産業等に係る著しい被害を生じさせている鳥獣

であって、捕獲した個体を放鳥獣すべきではないと認められる場合は、この



限りではない。 

⑦  捕獲等又は採取等後の措置 

１）殺傷等を伴う場合は、研究の目的を達成するために必要最小限と認められ 

るものであること。 

２）個体識別等の目的でタグ又は標識の装着、体の一部の切除、マイクロチップ

の皮下への埋込み等を行う場合は、当該措置が鳥獣の生態に著しい影響を及

ぼさないものであり、かつ研究の目的を達成するために必要であると認めら

れるものであること。 

３）電波発信機、足環の装着等の鳥獣への負荷を伴う措置については、当該措置

が研究の目的を達成するために必要であると認められるものであること。な

お、電波発信機を装着する場合には、原則として、必要期間経過後短期間の

うちに脱落するものであること。 

 

（２）標識調査 

① 許可対象者 

国若しくは県の鳥獣行政担当職員又は国若しくは県より委託を受けた者羽委

託を受けた者から依頼された者を含む。）。 

② 鳥獣の種類・数 

標識調査を主たる業務として実施している者においては、鳥類各種各２，００

０、以内、３年以上継続して標識調査を目的とした捕獲許可を受けている者に

ついては、鳥類各種各１，０００、以内、その他の者については、同各５００、

以内とする。ただし、特に必要が認められる種にあっては、この限りでない。 

③ 期間 

一年以内。 

④ 区域 

規則第７条第１項第７号イからチまでに掲げる区域は除く。 

⑤ 方法 

網、わな又は手捕。 

⑥ 捕獲等又は採取等後の措置 

足環を装着し放鳥する。なお、外来鳥獣又は生態系や農林水産業等に係る著し

い被害を生じさせている鳥獣については、調査のための放鳥のほか、必要に応じ

て、殺処分等の措置を講じることができる。 


